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運賃の範囲の変更に関する通知について

標記について、 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法（平成21年法律第64号）第16条第1項
に基づき、 別紙のとおり公定幅運賃の範囲の変更を求める要請があったことから、
同法施行規則（平成 2 1 年国土交通省令第 5 8 号。 以下「施行規則」という。）第
1 0 条の 5 第 1 項の規定により通知します。

また、 施行規則第10条の5第2項及び第10条の6第1項に基づき、 当該公定
幅運賃の範囲の変更に関する意見書を令和8年1月30日（金）までに神戸運輸監
理部長を経由して当局あてに提出して下さい。

なお、 施行規則第10条の6第2項の規定のとおり、 期日までに意見書の提出が
ない場合は、 当該運賃の範囲の変更に関する意見がない旨の貴協議会の意見の提出
を受けたものとさせていただきます。
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